
戦国楚の政権構造　大澤直人

43

戦
国
楚
の
政
権
構
造
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戦
国
世
族
を
中
心
に―

大 

澤　

直 

人

序　

言

こ
れ
ま
で
春
秋
史
研
究
に
関
し
て
は
『
春
秋
』
三
傳
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
魯
を
中
心
と
し
た
中
原
諸
国
の
動
向
を
把
握
す
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
が
、
一
方
の
戦
国
史
研
究
に
関
し
て
は
『
史
記
』
の
秦
に
つ
い
て
の
記
述
に
基
づ
く
イ
メ
ー
ジ
で
も
っ
て
戦
国
史
は

捉
え
ら
れ
て
き
た
。
従
来
の
戦
国
史
は
秦
が
統
一
国
家
と
な
る
過
程
と
し
て
戦
国
史
を
捉
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
六
国
は
秦
と

の
対
比
に
よ
っ
て
記
述
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
た
め
六
国
に
つ
い
て
は
秦
と
の
戦
争
や
外
交
等
の
事
件
を
の
ぞ
い
て
、
国
内
の
状
況
に
関

す
る
記
述
は
極
め
て
少
な
い
。
結
局
、
秦
が
戦
国
時
代
に
終
止
符
を
う
ち
統
一
国
家
を
形
成
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
戦
国
秦
の
イ
メ
ー

ジ
で
も
っ
て
六
国
を
説
明
す
る
こ
と
は
果
た
し
て
妥
当
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
戦
国
秦
以
外
の
諸
侯
国
に
つ
い
て
の
研

究
に
関
し
て
は
文
献
資
料
に
み
え
る
記
述
の
少
な
さ
と
い
っ
た
制
約
の
た
め
に
甚
だ
不
十
分
な
結
果
し
か
得
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は

戦
国
時
代
を
通
史
的
に
扱
っ
て
い
る
資
料
が
『
史
記
』
の
み
で
あ
り
、『
史
記
』
の
描
く
戦
国
期
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
戦
国
史
を
理

解
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
点
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。『
史
記
』
が
戦
国
期
を
記
述
す
る
た
め
に
用
い
た
材
料
が
主
に
秦
系
資
料
に
基
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づ
く
た
め
に
六
国
に
つ
い
て
も
以
上
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
語
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
楚
に
つ
い
て
も
春
秋
期
に
つ
い

て
は
様
々
な
角
度
か
ら
の
研
究
に
よ
っ
て
一
応
の
展
望
が
示
さ
れ
た
が①

、
戦
国
期
に
関
し
て
は
『
戦
國
策
』
を
は
じ
め
諸
子
な
ど
の
文

献
に
記
述
は
あ
る
が
、
そ
の
資
料
の
絶
対
的
不
足
か
ら
春
秋
期
ほ
ど
の
展
望
を
得
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
、
戦
国
楚
墓
の
発
掘
に
よ
っ
て
多
数
の
出
土
資
料
が
発
見
さ
れ
、
戦
国
史
を
同
時
代
的
に
把

握
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
き
た
。
こ
れ
ら
は
『
史
記
』
や
『
戦
國
策
』
と
い
っ
た
文
献
を
補
う
一
次
資
料
で
あ
り
、
戦
国
楚
の
実

態
を
解
明
す
る
う
え
で
有
用
な
材
料
に
成
り
う
る
も
の
で
あ
る
。
今
回
は
曾
侯
乙
墓
、
包
山
楚
墓
よ
り
発
見
さ
れ
た
資
料
を
用
い
て
戦

国
楚
の
政
権
構
造
を
解
明
し
て
い
く
。
な
お
曾
侯
乙
墓
に
つ
い
て
は
楚
王
鐘
の
紀
年②

、
ま
た
包
山
楚
墓
に
つ
い
て
は
竹
簡
中
の
大
事
紀

年③

に
よ
り
埋
葬
さ
れ
た
年
代
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
こ
れ
ら
の
埋
葬
年
代
は
曾
侯
乙
墓
が
前
四
三
三
年
、
包
山
楚
墓

は
前
三
一
六
年
を
下
限
と
す
る
も
の
で
、
前
者
は
戦
国
前
期
、
後
者
は
戦
国
中
期
の
楚
の
状
況
を
知
り
う
る
資
料
で
あ
る
。
本
稿
の
目

的
は
戦
国
楚
の
政
権
の
変
化
、
特
に
戦
国
世
族
（
昭
・
景
・
屈
氏
）
と
国
君
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

戦
国
世
族
は
戦
国
期
を
通
じ
て
果
た
し
た
役
割
か
ら
三
期
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
吳
起
改
革
を
契
機
と
し
て
政
権

に
登
場
す
る
前
期
、
そ
し
て
彼
ら
が
政
権
内
で
重
き
を
な
す
中
期
、
最
後
は
そ
の
名
が
見
ら
れ
な
く
な
る
後
期
の
三
期
で
あ
る
。
具
体

的
に
は
戦
国
世
族
が
登
場
す
る
の
は
宣
王
期
（
前
三
六
九
～
前
三
四
〇
）
以
降
で
あ
り
（
巻
末
の
表
を
参
照
）、
本
稿
で
は
宣
王
期
以
前
ま
で

を
前
期
と
し
、
中
期
を
戦
国
世
族
が
政
権
に
頻
繁
に
現
れ
る
よ
う
に
な
る
宣
王
よ
り
頃
襄
王
（
前
二
九
八
～
前
二
六
三
）
ま
で
、
後
期
は

戦
国
世
族
の
名
が
政
権
内
に
見
ら
れ
な
く
な
る
考
烈
王
（
前
二
六
二
～
前
二
三
八
）
よ
り
滅
国
ま
で
と
し
、
各
時
期
に
お
け
る
戦
国
楚
の

状
況
よ
り
、
戦
国
世
族
が
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
本
稿
の
目
的
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
方
法
と
し
て
以
下
の

作
業
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

ま
ず
第
一
章
で
は
、
戦
国
楚
に
お
い
て
戦
国
世
族
が
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
考
察
を
行
う
。
第
二
章
で
は
、
視
点
を
変
え
て
戦
国
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世
族
の
登
場
の
契
機
を
吳
起
の
改
革
に
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
最
後
に
第
三
章
で
は
、
遷
都
以
降
戦
国
世
族
が
見
え
な
く
な
る

原
因
を
国
君
専
権
の
視
点
よ
り
考
察
し
、
戦
国
楚
を
通
じ
て
戦
国
世
族
の
立
場
に
つ
い
て
整
理
す
る
。
以
上
の
作
業
に
よ
り
戦
国
楚
を

通
時
的
に
展
望
す
る
た
め
の
一
つ
の
視
点
が
獲
得
さ
れ
る
も
の
と
考
え
る
。

第
一
章　

戦
国
世
族

一　
戦
国
世
族
昭
氏
の
系
譜

春
秋
期
の
楚
に
つ
い
て
は
多
く
の
先
行
研
究
に
よ
っ
て
一
応
の
展
望
が
示
さ
れ
て
い
る
。
吉
本
道
雅
氏
は
春
秋
楚
の
国
制
の
推
移
を

若
敖
氏
に
よ
る
世
族
支
配
体
制

→
公
子
層
に
よ
る
政
権

→
靈
王
に
よ
る
国
君
専
権
の
試
み
と
す
る
展
望
を
し
め
し
た④

。
こ
こ
で
は

戦
国
世
族
出
現
の
前
段
階
と
し
て
戦
国
前
期
の
楚
の
状
況
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。

一
九
八
六
年
に
湖
北
省
荊
沙
地
方
の
戦
国
中
期
の
楚
墓
で
あ
る
包
山
二
号
墓
よ
り
大
量
の
竹
簡
が
出
土
し
た
。
こ
の
資
料
（
以
下
、

包
山
楚
簡
と
簡
称
）
は
、
そ
の
内
容
よ
り
集
箸
・
集
箸
言
・
受
期
・
疋
獄
・
卜
筮
祭
祷
記
録
・
遣
策
の
六
つ
に
分
け
ら
れ
、
そ
の
中
で
も
「
卜

筮
祭
祷
記
録
」
か
ら
は
墓
主
で
あ
る
卲
（
昭
）

の
系
譜
を
追
う
こ
と
が
可
能
で
あ
り⑤

、
昭
氏
が
世
族
化
す
る
ま
で
の
過
程
に
つ
い
て

の
情
報
を
我
々
に
与
え
て
く
れ
る
。
そ
も
そ
も
卜
筮
祭
祷
記
録
と
は
戦
国
楚
に
お
い
て
封
君
や
世
族
が
向
こ
う
一
年
間
の
安
危
に
つ
い

て
占
い
、
何
ら
か
の
不
祥
が
認
め
ら
れ
た
場
合
、
そ
れ
を
祓
う
た
め
の
対
抗
儀
礼
案
や
祖
先
祭
祷
案
を
示
し
た
記
録
、
お
よ
び
祭
祷
の
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実
施
記
録
を
含
む
竹
簡
群
の
こ
と
で
あ
る
。
包
山
楚
簡
で
も
墓
主
で
あ
る
卲
（
昭
）

は
自
分
の
祖
先
に
対
し
て
祭
祷
を
行
っ
て
お
り
、

そ
の
中
で
昭
（
卲
）
王
を
自
身
の
先
祖
と
し
て
祀
っ
て
い
る
。
ま
た
卲
（
昭
）

は
、卲
（
昭
）
王
以
外
に
も
文
坪
夜
君
子
良
、
公
子
春
、

司
馬
子
音
、
蔡
公
子

ま
で
を
祭
祀
の
対
象
と
し
て
お
り
、
彼
ら
は
卲
（
昭
）

の
直
系
の
祖
先
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る⑥

。
こ
れ
を
図

に
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

卲
（
昭
）
王

－

坪
夜
君
子
良

－


公
子
春

－
司
馬
子
音

－

蔡
公
子


－

左
尹
邵


こ
の
中
で
卲
（
昭
）

の
直
系
の
祖
先
で
あ
る
坪
夜
君
に
つ
い
て
は
、
近
年
、
河
南
省
東
南
部
で
発
掘
さ
れ
た
新
蔡
葛
陵
楚
墓
の
平
夜

君
成
楚
墓
よ
り
出
土
し
た
竹
簡
の
中
に
も
「
文
坪
夜
君
子
良
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
そ
の
名
前
を
知
る
こ
と
が
で
き
る⑦

。
卲

の
系
譜
か

ら
は
坪
夜
君
子
良
は
昭
王
に
次
い
で
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、
昭
王
か
そ
れ
以
降
の
人
物
で
あ
る
と
わ
か
る
。
ま
た
『
春
秋
左
氏
傳
』
哀

公
十
七
年
（
前
四
七
六
）
に
も

王
と
葉
公
枚
に
て
子
良
を
卜
し
、
以
て
令
尹
と
爲
さ
ん
と
す
。
沈
尹
朱
曰
く
、
吉
な
り
。
其
の
志
を
過
ぐ
と
。
葉
公
曰
く
、

王
子
を
し
て
国
に
相
た
り
。
過
將
に
何
を
か
爲
さ
ん
。
他
日
改
め
て
子
国
を
卜
し
、
而
し
て
令
尹
と
爲
さ
し
む
。

と
そ
の
名
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
哀
公
十
七
年
は
楚
で
は
惠
王
十
一
年
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
内
容
か
ら
は
子
良
が
王
子
（
公
子
）

で
あ
り
、
ま
た
令
尹
（
楚
に
お
け
る
宰
相
職
）
と
な
る
の
に
満
足
な
年
齢
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
惠
王
十
一
年
に
公
子
で
あ
っ
た
と

す
れ
ば
、
子
良
は
先
王
で
あ
る
昭
王
も
し
く
は
惠
王
の
子
の
い
ず
れ
か
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
惠
王
十
一
年
の
段
階
で
令
尹
に
な
る
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の
に
問
題
な
い
年
齢
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
考
え
る
と
彼
は
昭
王
の
公
子
で
あ
り
惠
王
の
兄
弟
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。な
ぜ
な
ら
ば
、

仮
に
子
良
を
惠
王
の
公
子
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
昭
王
が
即
位
時
に
幼
年
で
あ
っ
た
点⑧

や
、
昭
王
の
治
世
が
二
十
七
年
で
あ
っ
た
点
を

考
慮
す
る
と
、
惠
王
も
ま
た
即
位
時
さ
ほ
ど
の
年
齢
で
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
上
に
惠
王
の
子
で
あ
る
子
良
も
ま
た
十
一
年
の
時
点

で
令
尹
と
し
て
国
政
を
運
営
す
る
に
足
る
年
齢
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
子
良
を
昭
王
の
公
子
と
す
る
点
に
つ
い

て
は
包
山
楚
簡
の
中
で
子
良
が
昭
王
の
次
に
祀
ら
れ
て
お
り
、
惠
王
の
名
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
坪
夜
君

に
つ
い
て
は
曾
侯
乙
墓
出
土
の
竹
簡
に
「
坪
夜
君
」
の
名
を
見
る
こ
と
が
で
き
る⑨

。
曾
侯
で
あ
る
乙
が
埋
葬
さ
れ
た
の
が
楚
王
鐘
の
紀

年
よ
り
前
四
三
三
年
頃
の
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
、
こ
れ
は
惠
王
の
五
十
六
年
に
あ
た
る
。
惠
王
五
十
六
年
の
段
階
で
坪
夜
君
の
名
が
見

え
る
と
い
う
こ
と
か
ら
子
良
は
少
な
く
と
も
惠
王
期
に
は
坪
夜
君
と
し
て
封
君
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
従
っ
て
子
良
は

昭
王
の
公
子
で
あ
り
、
惠
王
期
に
封
君
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
子
良
の
子
で
あ
る

公
子
春
は
昭
王
の
公
孫
と
い
う
立
場
で
あ
る
こ
と
が

確
認
さ
れ
る
。
宣
王
期
の
令
尹
で
あ
る
昭
奚
恤
が
既
に
昭
氏
と
し
て
登
場
す
る
こ
と
か
ら
宣
王
期
（
前
三
六
九
〜
前
三
二
九
）
ま
で
に
は

昭
氏
を
称
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

二　
戦
国
世
族
景
氏
の
世
族
化

前
節
で
は
戦
国
世
族
の
昭
氏
に
つ
い
て
そ
の
出
自
と
登
場
ま
で
の
流
れ
を
み
て
き
た
が
、
も
う
一
つ
の
戦
国
世
族
で
あ
る
景
氏
に
つ

い
て
世
族
化
ま
で
の
流
れ
を
み
て
い
く⑩

。

景
氏
は
平
王
（
前
五
二
八
～
前
五
一
六
）
に
出
自
す
る
世
族
で
あ
る
。
平
王
と
そ
れ
に
続
く
昭
王
の
時
期
に
は
吳
の
隆
盛
に
よ
っ
て
対
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外
的
に
緊
張
し
、そ
の
た
め
政
権
は
不
安
定
な
も
の
で
あ
っ
た
。
実
際
、昭
王
十
年
（
前
五
〇
六
）
に
は
吳
軍
に
よ
っ
て
郢
が
攻
略
さ
れ
、

昭
王
も
逃
亡
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る⑪

。
の
ち
に
平
王
の
子
で
あ
り
、
昭
王
の
兄
で
あ
る
公
子
申
（
子
西
）
が
令
尹
と
し
て
政
権
の
再

建
を
行
う
こ
と
に
な
る⑫

。
昭
王
が
死
に
際
し
て
、
公
子
申
・
公
子
結
・
公
子
閭
に
王
位
の
継
承
を
命
じ
た
こ
と⑬

は
、
当
時
の
楚
の
国
情

に
お
い
て
昭
王
の
兄
弟
を
国
君
に
擁
立
す
る
こ
と
で
、
個
人
的
に
指
導
力
を
有
す
る
国
君
の
資
質
に
よ
っ
て
危
機
に
対
応
し
よ
う
と
す

る
の
が
最
善
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

結
果
的
に
、
公
子
申
ら
は
昭
王
の
子
で
あ
る
公
子
章
（
惠
王
）
を
立
て
政
権
の
安
定
を
図
ろ
う
と
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
惠
王
即
位
当

初
は
依
然
と
し
て
公
子
申
・
公
子
結
が
令
尹
・
司
馬
を
つ
と
め
る
公
子
群
政
権
で
あ
っ
た
が
、
こ
う
し
た
公
子
に
よ
る
政
権
は
不
安
定

な
も
の
で
あ
り
、
継
承
争
い
を
引
き
起
こ
す
危
険
性
を
秘
め
て
い
た
。

公
子
群
政
権
は
当
面
の
政
治
的
危
機
に
対
し
て
は
対
応
で
き
る
も
の
の
長
期
的
に
は
安
定
性
を
欠
く
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、

惠
王
期
に
は
公
子
群
政
権
の
不
安
定
性
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
白
公
勝
の
乱
に
よ
っ
て
公

子
申
や
公
子
結
と
い
っ
た
平
王
の
公
子
た
ち
は
殺
害
さ
れ
て
し
ま
う
が
、こ
の
乱
を
鎮
圧
し
た
葉
公
子
高
（
沈
諸
梁
）
に
よ
っ
て
公
子
申
・

公
子
結
の
子
で
あ
る
公
孫
寧
・
公
孫
寛
が
令
尹
・
司
馬
に
推
さ
れ
、
平
王
の
公
子
か
ら
公
孫
へ
と
政
権
内
に
お
け
る
地
位
の
世
襲
が
認

め
ら
れ
る
の
で
あ
る⑭

。

公
子
群
政
権
で
は
、
そ
も
そ
も
公
孫
の
政
権
へ
の
参
加
は
春
秋
期
の
若
敖
氏
に
よ
る
政
権
以
降
は
確
認
で
き
な
い
。
春
秋
期
に
お
い

て
若
敖
氏
に
よ
る
世
族
化
は
政
権
の
独
占
を
引
き
起
こ
し
、
最
終
的
に
は
国
君
に
対
立
し
う
る
だ
け
の
権
力
を
保
持
さ
せ
る
こ
と
に
な

っ
た⑮

。
そ
の
反
省
か
ら
、
公
子
の
世
族
化
し
政
権
内
の
地
位
を
世
襲
す
る
こ
と
を
抑
制
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
一
方
で
政
権

を
不
安
定
な
も
の
に
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

公
孫
に
よ
る
地
位
の
世
襲
は
、
楚
の
国
内
に
お
い
て
平
王
の
公
孫
の
世
族
化
を
政
権
安
定
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
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た
こ
と
を
意
味
す
る
。
結
局
、
政
権
安
定
を
維
持
す
る
た
め
に
は
特
定
の
家
系
の
連
続
性
に
よ
る
ほ
か
に
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
戦
国
中
期
の
宣
王
以
降
、
戦
国
世
族
と
し
て
政
権
に
登
場
す
る
よ
う
に
な
る
が
、
惠
王
の
五
十
七
年
に
お
よ
ぶ
長
期
の
治
世
は
昭

氏
や
景
氏
が
世
族
と
な
る
た
め
に
十
分
な
時
間
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

三　
懷
王
期
の
戦
国
世
族
の
政
権
に
お
け
る
位
置

戦
国
世
族
が
活
躍
し
た
懷
王
期
は
、
政
権
に
あ
っ
て
彼
ら
が
重
き
を
な
し
た
時
期
で
も
あ
っ
た
が
、
一
方
で
包
山
楚
簡
か
ら
は
既
に

世
族
に
対
す
る
官
僚
制
的
な
統
治
機
構
へ
の
組
み
込
み
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
具
体
的
に
は
、
包
山
楚
簡
中
の
邵

自
身
が
左
尹
と

い
う
い
わ
ば
中
央
の
官
職
に
就
い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
包
山
楚
簡
で
は
邵

は
様
々
な
事
例
に
お
い
て
司
法
権
を
行

使
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
左
尹
な
る
職
が
持
つ
権
限
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
彼
個
人
も
し
く
は
彼
の
家
系
の
有
し
て
き
た
権
限

に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
邵

の
祭
祀
記
録
を
見
る
限
り
彼
の
家
系
が
左
尹
を
世
襲
し
た
と
す
る
事
実
は
認
め
ら
れ
ず
、
従
っ
て
こ
れ

は
邵

の
持
つ
権
限
が
そ
の
家
系
が
有
し
て
い
た
も
の
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
国
君
に
よ
っ
て
左
尹
に
任
じ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
与
え

ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

ま
た
こ
の
よ
う
な
事
例
は
同
じ
昭
氏
で
あ
る
昭
陽
の
場
合
に
お
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
。
昭
陽
は
先
の
邵

と
同
時
期
の
人

物
で
あ
り
、
包
山
楚
簡
や
鄂
君
啓
節
の
大
事
紀
年
の
中
で
大
司
馬
と
し
て
そ
の
名
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
が⑯

、『
戦
國
策
』
齊
策
二
に

昭
陽
、楚
の
爲
に
魏
を
伐
ち
、軍
を
覆
し
將
を
殺
し
八
城
を
得
、兵
を
移
し
て
齊
を
攻
め
ん
と
す
。
陳
軫
、齊
王
の
爲
に
使
し
、
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昭
陽
に
見
え
、
再
拜
し
て
戰
勝
を
賀
し
、
起
ち
て
問
う
に
、
楚
の
法
、
軍
を
覆
し
將
を
殺
さ
ば
、
其
の
官
爵
は
何
ぞ
や
と
。
昭

陽
曰
く
、
官
は
上
柱
國
と
爲
り
、
爵
は
上
執
珪
と
爲
る
と
。
陳
軫
曰
く
、
異
に
此
よ
り
も
貴
き
者
は
何
ぞ
や
と
。
曰
く
、
唯
だ

令
尹
あ
る
の
み
と
。
陳
軫
曰
く
、
令
尹
は
貴
し
。
王
兩
令
尹
を
置
く
非
ざ
る
な
り
。（
中
略
）
今
、
君
、
楚
に
相
た
り
て
魏
を
攻

め
、
軍
を
破
り
將
を
殺
し
八
城
を
得
て
、
兵
を
弱
め
ず
、
齊
を
攻
め
ん
と
欲
す
。
齊
の
公
を
畏
る
る
こ
と
甚
だ
し
。
公
是
を
以

て
名
を
爲
す
に
足
れ
り
、
官
の
上
に
、
重
ふ
可
き
に
非
ざ
る
な
り
。
戰
ひ
て
勝
た
ざ
る
無
く
し
て
止
る
を
知
ら
ざ
る
者
は
、
身

且
に
死
せ
ん
と
し
、
爵
且
に
後
に
歸
せ
ん
と
す
。
猶
ほ
蛇
足
を
爲
す
が
ご
と
き
な
り
と
。
昭
陽
、
以
て
然
り
と
爲
し
、
軍
を
解

き
て
去
る
。

と
あ
り
、
こ
こ
で
は
彼
が
魏
を
攻
め
、
更
に
齊
を
攻
め
ん
と
し
た
際
、
陳
軫
と
の
対
話
の
中
で
自
分
と
官
爵
と
の
関
係
に
つ
い
て
触
れ

て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
陳
軫
は
昭
陽
に
対
し
て
た
と
え
こ
れ
以
上
功
績
を
挙
げ
た
と
し
て
も
令
尹
以
上
の
官
職
は
与
え
ら
れ
な
い
と

述
べ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
昭
陽
が
「
楚
之
法
」
に
よ
り
制
度
化
さ
れ
た
官
爵
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
存
在
と
な
っ
て
お
り
、
世
族
と

い
え
ど
も
官
僚
制
度
に
よ
る
規
定
を
免
れ
得
ず
、
む
し
ろ
法
制
度
内
の
規
定
に
よ
っ
て
権
限
を
持
ち
得
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も

の
で
あ
る
。
昭
陽
の
事
例
は
、
世
族
と
い
う
身
分
・
家
系
に
よ
る
関
係
以
上
に
彼
個
人
の
功
績
に
よ
っ
て
官
爵
が
規
定
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
『
戦
國
策
』
の
も
つ
説
話
的
側
面
に
つ
い
て
無
批
判
に
用
い
る
こ
と
は
で
き
ず
、

こ
こ
で
昭
陽
と
陳
軫
と
の
対
話
が
史
実
で
あ
る
か
否
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
は
統
治
機
構
が
先
の
よ
う
な

戦
国
世
族
も
規
定
す
る
法
を
整
備
す
る
ま
で
に
強
化
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
官
僚
制
的
統
治
機
構
の
存
在
を
裏
付
け
る
も
の
と

な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
説
話
が
説
得
力
を
持
つ
た
め
に
は
当
時
の
状
況
を
あ
る
程
度
反
映
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
の
説
話
に
お
い
て
も
楚
に
お
け
る
官
爵
の
法
規
定
は
当
時
の
状
況
を
反
映
し
た
内
容
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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邵

や
昭
陽
の
事
例
な
ど
は
、
懷
王
期
に
こ
の
よ
う
な
統
治
機
構
に
基
づ
い
た
国
君
専
権
へ
と
発
展
す
る
要
素
を
有
し
て
い
た
こ
と

を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
懷
王
期
に
は
戦
国
世
族
で
あ
る
昭
・
景
・
屈
氏
の
名
も
ま
た
政
権
内
に
頻
見
さ
れ
る
一
方
で
、
邵

や
昭

陽
の
事
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
世
族
を
官
僚
制
的
に
統
治
機
構
の
中
に
組
み
込
も
う
と
す
る
動
き
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り

は
懷
王
期
や
そ
れ
に
続
く
頃
襄
王
期
な
ど
は
戦
国
世
族
に
よ
る
政
権
安
定
か
ら
世
族
の
存
在
な
く
と
も
安
定
性
を
維
持
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
る
ま
で
の
過
渡
期
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
邵

及
び
昭
陽
は
共
に
世
族
と
呼
び
得
る
存
在
で
あ
る
が
、
一
方
で
、
彼

ら
の
事
例
か
ら
懷
王
期
に
は
既
に
官
爵
を
規
定
し
た
法
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
世
族
が
「
楚
之

法
」
に
よ
っ
て
官
職
に
規
定
さ
れ
る
存
在
と
し
て
官
僚
制
的
に
統
治
機
構
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

世
族
の
存
在
は
楚
に
お
い
て
国
君
専
権
を
構
築
す
る
際
の
一
時
的
な
も
の
、
す
な
わ
ち
過
渡
的
な
存
在
で
あ
っ
た
と
言
う
事
が
可
能
と

な
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
統
治
機
構
が
整
備
さ
れ
、
世
族
の
存
在
が
な
く
と
も
政
権
が
安
定
を
維
持
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
、
世
族
は

そ
の
役
割
を
失
い
、
表
舞
台
か
ら
消
え
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
章　

戦
国
世
族
登
場
と
吳
起
改
革

一　
戦
国
世
族
登
場
の
要
因

惠
王
以
前
は
、
靈
王
の
国
君
専
権
へ
の
志
向
と
そ
の
失
敗
、
平
王
・
昭
王
期
の
対
外
的
圧
迫
を
克
服
し
、
惠
王
期
に
到
っ
て
公
子
・
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公
孫
が
政
権
を
担
当
す
る
こ
と
で
政
権
の
安
定
を
図
っ
た
時
期
で
あ
る⑰

。
惠
王
期
以
前
は
楚
に
お
い
て
は
国
君
と
公
子
と
が
主
要
な
政

権
構
成
要
素
で
あ
っ
た
が
、
公
子
に
よ
る
政
権
運
営
は
特
定
勢
力
の
政
権
独
占
を
防
ぐ
か
わ
り
に
、
一
代
な
い
し
は
二
代
と
い
う
極
め

て
短
い
期
間
し
か
安
定
で
き
な
い
と
い
う
欠
点
を
抱
え
て
い
た
。
惠
王
期
に
至
る
と
公
孫
が
要
職
に
任
ぜ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
先
の

欠
点
す
な
わ
ち
政
権
の
不
安
定
性
を
克
服
し
よ
う
と
し
た⑱

。
惠
王
の
在
位
年
数
が
五
十
七
年
と
他
の
国
君
に
較
べ
て
長
期
に
わ
た
っ
て

い
た
こ
と
も
あ
り
、
彼
の
治
世
に
よ
っ
て
特
に
惠
王
の
公
子
お
よ
び
公
孫
の
権
力
に
一
定
の
安
定
と
伸
張
と
を
も
た
ら
す
こ
と
と
な
っ

た
。
つ
ま
り
惠
王
の
長
期
に
わ
た
る
治
世
が
戦
国
世
族
の
萌
芽
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

公
子
に
よ
る
政
権
運
営
は
多
分
に
国
君
と
関
係
し
て
お
り
、
統
治
機
構
が
未
発
達
で
あ
る
時
期
に
あ
っ
て
は
国
君
交
代
期
に
混
乱
を

引
き
起
こ
す
可
能
性
が
大
き
か
っ
た
。
吳
起
殺
害
な
ど
は
国
君
死
後
の
政
権
の
不
安
定
性
を
証
明
す
る
も
の
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
な

欠
点
を
解
消
す
る
爲
に
、
一
時
的
で
は
な
く
国
君
交
代
を
含
み
何
代
に
も
わ
た
っ
て
長
期
的
に
政
権
に
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
な
存
在
が

必
要
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
た
め
に
登
場
し
た
の
が
昭
・
景
・
屈
の
同
姓
分
族
で
あ
る
。
惠
王
よ
り
宣
王
ま
で
の
期
間
は
世
族

登
場
ま
で
の
過
渡
期
で
あ
り
、世
族
の
登
場
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
政
権
の
安
定
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
同
じ
世
族
と
い
っ
て
も
昭
・
景
・
屈
の
戦
国
世
族
は
、
春
秋
期
の
若
敖
氏
と
は
そ
の
性
格
を
異
に
す
る
。
楚
に
お
い

て
は
春
秋
世
族
・
戦
国
世
族
と
も
に
複
数
家
系
を
包
括
し
た
氏
族
と
い
う
意
味⑲

で
は
同
じ
で
あ
る
が
、
両
者
の
間
に
決
定
的
に
異
な
る

点
も
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
春
秋
世
族
で
あ
っ
た
若
敖
氏
の
場
合
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
政
権
独
占
が
戦
国
世
族
た
る
昭
・
景
・
屈
氏
に

は
み
ら
れ
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
若
敖
氏
に
よ
る
政
権
独
占
は
他
の
支
配
層
の
不
満
を
増
大
さ
せ
、
国
君
と
若
敖
氏
の
対
立
は
内
乱

と
い
う
形
で
楚
国
内
に
混
乱
を
も
た
ら
す
結
果
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
特
定
氏
族
の
政
権
独
占
が
政
権
の
安
定
と
い
う
点
に
お
い
て
有
益

で
は
な
い
と
す
る
反
省
か
ら
、
戦
国
世
族
の
場
合
に
お
い
て
は
彼
ら
以
外
の
氏
族
や
王
族
が
政
権
に
参
与
し
特
定
氏
族
の
政
権
独
占
を

予
防
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る⑳

。
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戦
国
世
族
が
活
躍
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
戦
国
中
期
の
宣
王
以
降
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
頃
の
楚
に
お
い
て
は
肅
王
に
よ
る
吳
起

の
令
尹
任
命
の
よ
う
な
国
君
専
権
に
よ
る
恣
意
的
な
人
材
登
用
の
試
み
も
み
ら
れ
、
春
秋
世
族
と
戦
国
世
族
の
間
で
は
世
族
の
も
つ
役

割
も
変
わ
っ
て
き
た
と
い
え
る
。
こ
の
こ
と
は
世
族
に
よ
る
秩
序
維
持
と
と
も
に
国
君
と
の
個
人
的
な
関
係
、
言
い
換
え
れ
ば
国
君
の

恣
意
性
が
そ
こ
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
国
君
の
恣
意
性
の
存
在
と
い
う
点
が
、
春
秋
世
族
た
る
若
敖
氏
と

昭
・
景
・
屈
氏
と
の
世
族
と
し
て
の
性
格
の
大
き
く
異
な
る
点
で
あ
る
。
一
方
に
お
い
て
、
国
君
の
恣
意
性
を
可
能
な
ら
し
め
た
背
景

に
は
昭
・
景
・
屈
氏
に
よ
る
長
期
的
な
政
権
の
安
定
に
拠
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

し
か
し
な
が
ら
頃
襄
王
期
に
な
る
と
「
長
子
頃
襄
王
立
ち
、
其
の
弟
子
蘭
を
以
て
令
尹
と
爲
す
。」（『
史
記
』
巻
八
四　

屈
原
賈
生
列
傳
）

と
戦
国
世
族
と
の
決
別
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
子
蘭
の
令
尹
登
用
に
は
「
楚
人
既
に
子
蘭
を
咎
る
に
懷
王
に
秦
に
入
る
る
を
勸
め

反
ら
ざ
る
を
以
て
す
る
な
り
。」（『
史
記
』
巻
八
四　

屈
原
賈
生
列
傳
）
と
楚
人
が
懷
王
が
秦
に
勾
留
さ
れ
た
原
因
を
子
蘭
に
あ
る
と
し
て

非
難
す
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
頃
襄
王
は
彼
を
令
尹
へ
と
登
用
し
て
い
る
。
ま
た
『
戦
國
策
』
楚
策
四
に
お
い
て

君
王
、
州
侯
を
左
に
し
、
夏
侯
を
右
に
し
、
鄢
陵
君
と
壽
陵
君
を
輦
從
し
、
淫
逸
侈
靡
を
專
ら
に
し
て
、
国
政
を
顧
み
ず
。

郢
都
必
ず
危
ふ
か
ら
ん
。

と
頃
襄
王
に
対
し
て
荘
辛
が
諫
言
し
て
い
る
が
、
こ
の
四
人
も
ま
た
頃
襄
王
に
よ
っ
て
登
用
さ
れ
た
人
物
で
あ
り
、
国
君
の
よ
り
恣
意

性
の
及
ぶ
近
臣
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
例
は
、
政
権
運
営
に
頃
襄
王
が
よ
り
恣
意
的
な
人
材
、
身
内
や
近
臣
と
い

っ
た
人
物
で
占
め
よ
う
と
す
る
国
君
専
権
へ
の
試
み
と
い
え
る
。

戦
国
世
族
た
る
昭
・
景
・
屈
氏
は
『
史
記
』
六
国
年
表
の
考
烈
王
十
六
年
（
前
二
四
七
）
の
「
柱
国
景
伯
死
す
。」
の
記
述
以
降
そ
の
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名
が
見
え
な
く
な
る
。
考
烈
王
期
は
戦
国
末
期
に
あ
た
り
、
こ
れ
以
降
に
昭
・
景
・
屈
氏
の
名
が
見
え
な
く
な
る
の
は
楚
国
の
政
権
構

成
に
何
ら
か
の
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
つ
ま
り
、
対
外
的
・
軍
事
的
緊
張
に
よ
っ
て
楚
国
内
に
お
け
る
支
配
層
が
結
集
し
、

そ
の
結
果
と
し
て
国
君
に
そ
の
権
力
を
一
元
化
し
よ
う
と
試
み
始
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

戦
国
世
族
た
る
昭
・
景
・
屈
の
三
氏
が
登
場
す
る
の
は
宣
王
期
以
降
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
の
肅
王
に
よ
る
吳
起
の
登
用
の

事
例
は
こ
の
時
期
の
政
権
構
成
が
未
だ
確
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
甚
だ
安
定
性
を
欠
く
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
。
春
秋
戦
国

を
通
じ
て
外
国
人
が
令
尹
に
就
任
し
た
事
例
は
文
王
期
の
彭
仲
爽
、
肅
王
期
の
吳
起㉑

の
他
に
は
見
ら
れ
な
い
。

彭
仲
爽
は
「
彭
仲
爽
、
申
俘
也
。
文
王
以
爲
令
尹
。」（『
左
傳
』
哀
公
十
七
年
）
と
あ
る
よ
う
に
も
と
も
と
申
の
俘
虜
で
あ
り
、
文
王
に

よ
っ
て
令
尹
に
登
用
さ
れ
て
い
る
。
文
王
は
他
に
も
申
国
出
身
の
申
侯
を
寵
愛
す
る㉒

な
ど
申
と
の
関
係
に
つ
い
て
眼
を
引
く
が
、
こ
れ

は
国
君
に
よ
る
恣
意
的
な
人
材
登
用
に
他
な
ら
な
い
。
彭
仲
爽
の
最
後
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
彼
を
登
用
し
た
文
王
が
郢
に
入
る
こ

と
を
拒
否
さ
れ
る
と
い
う
異
常
事
態
の
中
で
死
を
迎
え
た
こ
と㉓

に
つ
い
て
は
注
目
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
齋
藤
（
安
倍
）
道
子
氏
は
文

王
の
尋
常
な
ら
ざ
る
状
況
下
で
死
を
迎
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
文
王
は
春
秋
世
族
と
対
立
関
係
に
あ
っ
た
と
し
て
い
る㉔

。
そ
も
そ
も
文

王
の
彭
仲
爽
登
用
は
国
君
権
力
の
強
化
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
肅
王
に
よ
る
吳
起
の
登
用
に
つ
い
て
も
国
君
に
権
力
を
集
中
さ

せ
る
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た㉕

。
吳
起
に
よ
る
改
革
は
国
君
に
権
力
を
集
め
る
こ
と
で
政
権
の
安
定
を
企
図
し
た
も
の
で
あ
り
、
抑
制
を

図
ら
ね
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
権
力
が
分
散
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
国
君
権
力
強
化
を
目
的
と
す
る
恣
意
的
な
登
用
は
既
存
の

政
権
担
当
者
た
る
世
族
や
王
族
と
の
対
立
を
引
き
起
こ
し
、
当
時
の
政
権
が
甚
だ
不
安
定
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。吳

起
の
変
革
は
、
肅
王
が
「
之
を
行
う
こ
と
期
年
に
し
て
薨
」
じ
た
た
め
に
完
遂
せ
ず
、
吳
起
自
身
も
「
宗
室
大
臣
」（『
史
記
』
巻

六
十
五　

孫
子
吳
起
列
傳
）
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
て
し
ま
う㉖

。『
韓
非
子
』
和
氏
篇
で
は
「
楚
は
吳
起
を
用
い
ず
し
て
�
�
す
」
と
し
て
吳

吳
起
を
用
い
ず
し
て
�
�
す
」
と
し
て
吳

起
を
用
い
ず
し
て
�
�
す
」
と
し
て
吳
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起
の
改
革
は
効
果
を
爲
さ
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
が
、『
史
記
』
巻
六
十
五　

孫
子
吳
起
列
傳
に
は
「
乃
ち
令
尹
を
し
て
盡
く
起
を
射

て
并
せ
て
王
の
尸
に
中
つ
る
者
を
誅
せ
し
む
。
起
を
射
る
に
坐
し
て
宗
を
夷
し
死
す
る
者
、
七
十
餘
家
。」
と
あ
り
、「
宗
室
大
臣
」
側

に
も
こ
の
事
件
に
よ
っ
て
権
力
の
後
退
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
次
い
で
立
っ
た
宣
王
期
に
戦
国
世
族
の
台
頭
が
見
ら
れ
る
だ

け
に
、
肅
王
死
後
の
混
乱
が
彼
ら
の
台
頭
の
契
機
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
で
は
何
故
、
彼
ら
が
台
頭
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
彼
ら
と
国
君
と
の
血
縁
的
距
離
と
い
う
点
に
そ
の
理
由
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
ま
で
の
政
権

に
あ
っ
て
は
、
公
子
圍
の
郟
敖
殺
害
（
郟
敖
四
年
）、
公
子
子
比
・
弃
疾
に
よ
る
靈
王
殺
害
（
靈
王
十
二
年
）、
な
ど
の
事
件
に
見
ら
れ
る

よ
う
に
彼
ら
の
立
場
は
国
君
と
の
血
縁
的
距
離
が
近
す
ぎ
る
た
め
に
国
君
に
取
っ
て
代
わ
る
だ
け
の
正
統
性
を
有
す
る
と
い
う
危
険
性

が
あ
っ
た
。
ま
た
国
君
即
位
に
関
し
て
も
昭
王
や
惠
王
即
位
の
経
過
を
見
る
限
り
、兄
弟
に
よ
る
相
続
の
可
能
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

特
に
惠
王
即
位
に
際
し
て
昭
王
が
公
子
申
（
子
西
）・
公
子
結
（
子
期
）・
公
子
閭
へ
と
王
位
を
譲
ろ
う
と
し
た
こ
と
な
ど
は
当
時
の
状
況

を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
と
は
い
え
、
公
子
に
も
王
位
継
承
権
が
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
戦
国
世
族
の
場
合
は
、
頃
襄
王
即
位
に
際
し
て
昭
雎
が
長
子
相
続
の
原
則
に
よ
っ
て
太
子
横
（
頃
襄
王
）
を
即
位

さ
せ
た
事
例
な
ど
は
先
の
惠
王
と
の
場
合
と
異
な
る㉗

。
こ
こ
で
は
昭
雎
は
国
君
決
定
に
関
し
て
発
言
す
る
だ
け
の
権
力
を
有
し
て
い
る

が
、
注
目
す
べ
き
は
太
子
を
も
っ
て
国
君
に
即
位
す
べ
き
で
あ
る
と
発
言
し
た
点
で
あ
ろ
う
。
惠
王
以
降
の
相
続
関
係
を
み
て
い
く
と

基
本
的
に
父
子
相
続
で
あ
り
、
宣
王
の
よ
う
に
先
王
に
子
が
い
な
い
場
合
に
の
み
兄
弟
に
相
続
さ
れ
て
お
り
、
惠
王
以
降
は
王
権
の
父

子
相
続
と
い
う
規
則
性
が
確
立
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
国
君
の
機
構
化
に
よ
っ
て
国
君
の
資
質
に
よ
ら
ず
と

も
政
権
の
安
定
を
獲
得
で
き
る
ま
で
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
政
権
の
長
期
的
安
定
に
は
、
同
姓
で
は
あ
る
が
国
君
と
一
定
の

血
縁
的
距
離
を
も
つ
昭
・
景
・
屈
三
氏
の
存
在
は
適
材
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
昭
・
景
・
屈
氏
が
国
君
に
よ
っ
て
政
権
参
与
を
保
障
さ
れ
、

一
方
の
国
君
に
し
て
も
彼
ら
の
存
在
が
国
君
の
地
位
の
安
定
を
保
証
す
る
こ
と
で
自
ら
の
恣
意
性
を
保
持
し
え
た
と
い
う
相
互
関
係
に
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あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

二　
戦
国
前
期
（
肅
王
～
宣
王
）

『
韓
非
子
』
和
氏
篇
、『
呂
氏
春
秋
』
貴
卒
篇
、『
史
記
』
孫
子
吳
起
列
傳
、范
雎
蔡
澤
列
傳
に
は
国
君
に
対
す
る
存
在
と
し
て
「
大
臣
」

「
封
君
」「
百
吏
」「
貴
人
」「
公
族
」「
貴
戚
」「
宗
室
大
臣
」
の
名
が
見
え
る㉘

。
彼
ら
は
国
君
と
の
血
縁
的
関
係
に
基
づ
く
存
在
で
あ
り
、

中
央
に
あ
っ
て
独
自
の
権
力
を
有
し
て
い
た
。『
韓
非
子
』
和
氏
篇
で
吳
起
が
戦
国
前
期
の
楚
の
国
情
を

大
臣
太
だ
重
く
，
封
君
太
だ
衆
し
，
此
く
の
若
く
ん
ば
則
ち
上
は
主
に
偪
り
下
は
民
を
虐
ぐ
，
此
れ
貧
国
弱
兵
の
道
な
り
。

で
あ
る
と
し
、
彼
ら
の
権
力
を
抑
制
す
る
た
め
に
改
革
の
必
要
性
を
説
い
た
の
で
あ
る
。
吳
起
の
変
法
改
革
は
こ
れ
ら
大
臣
及
び
封
君

を
対
象
と
し
た
も
の
で
、
彼
ら
の
有
す
る
権
限
を
国
君
の
も
と
に
集
中
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。『
韓
非
子
』
和
氏
に
は
吳

起
の
行
っ
た
改
革
が
「
封
君
の
子
孫
は
三
世
に
し
て
爵
祿
を
収
め
」
さ
せ
、
ま
た
「
公
族
の
疏
遠
な
る
者
を
廃
」（『
史
記
』
孫
子
吳
起
列

傳
）
す
る
こ
と
で
（
世
襲
）
封
君
・
公
族
の
権
力
を
抑
制
し
、「
百
吏
の
祿
秩
を
絶
滅
し
、
不
急
の
枝
官
を
損
し
、
以
て
選
練
の
士
を
奉
ぜ
」

さ
せ
る
こ
と
で
統
治
機
構
を
整
理
し
、
国
君
に
権
力
を
集
中
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
改
革
は
”大
臣
“や
”封
君
“権
力
の
抑
制
を
意
味
し
て
い
た
。
吳
起
が
改
革
半
ば
に
し
て
殺
害
さ
れ
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
こ
と

で
あ
る
が
、
次
い
で
立
っ
た
宣
王
期
に
戦
国
世
族
の
台
頭
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
肅
王
死
後
の
混
乱
が
「
宗
室
大
臣
」
に
対
し
て
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権
力
後
退
を
引
き
起
こ
す
結
果
と
な
っ
た
。
権
力
の
後
退
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
封
君
の
場
合
も
「
宗
室
大
臣
」
と
同
様
の
状
況
に

あ
っ
た
。『
呂
氏
春
秋
』
上
德
篇
に

荊
王
薨
じ
、
群
臣
起
を
攻
め
、
喪
所
に
兵
す
。
陽
城
君
焉
と
與
に
し
、
荊
之
を
罪
す
。
陽
城
君
走
り
て
、
荊
其
の
國
を
收
む

と
あ
り
、
陽
城
君
は
群
臣
側
に
加
担
し
吳
起
を
攻
め
た
た
め
に
国
を
追
わ
れ
封
地
を
没
収
さ
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
吳
起
の
改
革
が
、

封
君
の
既
存
権
益
を
�
減
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た
た
め
に
、
他
の
封
君
に
関
し
て
も
陽
城
君
と
同
様
に
「
宗
室
大
臣
」
側
に
属
し

た
と
考
え
ら
れ
、陽
城
君
が
国
を
追
わ
れ
た
よ
う
に
他
の
封
君
に
関
し
て
も
何
ら
か
の
不
利
を
被
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

以
上
の
如
き
結
果
、
戦
国
中
期
（
宣
王
期
）
以
降
『
韓
非
子
』
の
い
う
”大
臣
“ ”封
君
“の
も
っ
て
い
た
権
益
が
国
君
に
集
ま
り
国
君
に

よ
る
専
権
が
志
向
さ
れ
て
い
く
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
包
山
楚
簡
に
見
え
る
懷
王
期
の
封
君
が
限
ら
れ
た
権
限
し
か
持
ち
え
ず
、
中

央
の
管
轄
下
に
置
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
も
そ
れ
だ
け
国
君
に
権
力
が
集
中
し
た
結
果
で
あ
る
と
い
え
る㉙

。

以
上
の
よ
う
に
戦
国
前
期
の
段
階
に
お
い
て
楚
は
中
央
で
は
公
族
を
主
と
す
る
大
臣
勢
力
、
地
方
に
お
い
て
は
公
お
よ
び
封
君
が
重

き
を
な
し
て
お
り
、
こ
れ
が
吳
起
改
革
以
降
国
君
に
権
力
が
集
中
し
て
い
く
過
程
で
あ
る
と
い
え
る
。
戦
国
期
に
出
現
す
る
割
拠
的
な

封
君
は
、
楚
の
対
外
進
出
に
あ
わ
せ
て
辺
境
拠
点
に
配
置
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
封
君
の
存

在
は
国
君
専
権
へ
の
志
向
と
は
相
容
れ
な
い
た
め
に
、
吳
起
の
変
革
を
契
機
に
し
て
両
者
の
対
立
が
顕
在
化
し
、
以
降
は
封
君
の
持
つ

権
限
は
縮
小
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
封
君
が
有
し
て
い
た
権
限
は
国
君
に
集
中
し
て
い
き
、
懷
王
期
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
国

家
の
統
制
下
に
置
か
れ
る
ま
で
に
変
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
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第
三
章　

戦
国
世
族
の
政
権
か
ら
の
消
滅
と
国
君
専
権
の
完
成

－

戦
国
後
期

一　
戦
国
後
期
の
封
君

－

春
申
君
黃
歇

こ
こ
で
は
戦
国
後
期
に
な
る
と
戦
国
世
族
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
と
思
う
。
戦
国
中
期
に

は
政
権
に
重
き
を
な
し
て
い
た
世
族
が
郢
陥
落
以
降
に
な
る
と
政
権
よ
り
姿
を
消
し
て
し
ま
う
。
こ
の
こ
と
は
遷
都
以
降
、
楚
国
内
に

お
い
て
政
治
的
に
何
ら
か
の
変
化
が
起
こ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
考
烈
王
期
（
前
二
六
二
～
前
二
三
八
）
に
な
る
と
、
世

族
に
か
わ
っ
て
黃
歇
が
重
き
を
な
す
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
こ
で
は
春
申
君
黃
歇
の
存
在
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
戦
国
世

族
が
政
権
よ
り
姿
を
消
し
て
い
っ
た
背
景
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
こ
う
と
思
う
。

楚
は
前
二
七
六
年
の
郢
陥
落
以
降
、
陳
城
（
頃
襄
王
二
十
一
年
）㉚

、
鉅
陽
（
考
烈
王
十
年
）㉛

、
壽
春
（
考
烈
王
十
六
年
）32

と
東
方
へ
と
都
を

遷
し
勢
力
を
保
と
う
と
し
た
。
実
際
、
西
方
の
秦
に
対
し
て
は
劣
勢
で
あ
っ
た
が
、
東
方
に
お
い
て
は
魯
の
滅
国
の
よ
う
に
積
極
的
に

勢
力
を
拡
大
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
時
期
の
楚
を
見
て
い
く
上
で
、
黃
歇
の
存
在
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
彼
は
「
游
學
博
聞
」
に
よ
っ
て
頃
襄
王

に
仕
え
、
頃
襄
王
の
死
後
、
太
子
完
を
考
烈
王
と
し
て
即
位
さ
せ
る
こ
と
に
尽
力
し
そ
の
功
績
に
よ
っ
て
即
位
と
同
時
に
令
尹
に
任
命

さ
れ
た
。
そ
の
際
に
「
淮
北
地
十
二
縣
」
を
賜
わ
り
、春
申
君
と
号
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
縣
に
つ
い
て
は
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
が
、

少
な
く
と
も
包
山
楚
簡
に
見
え
る
懷
王
期
の
封
君
に
比
べ
黃
歇
の
封
土
は
非
常
に
広
大
な
も
の
で
あ
り
、
懷
王
期
の
封
君
と
は
そ
の
性

格
を
異
と
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う33

。
彼
の
封
地
で
あ
る
「
淮
北
地
十
二
縣
」
は
齊
と
接
す
る
た
め
に
、
の
ち
に
彼
は
江
東
へ
と
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封
地
を
遷
し
て
い
る34

。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
封
地
換
え
の
件
を
提
案
し
た
の
が
黃
歇
自
身
で
あ
り
、
こ
れ
が
考
烈
王
に
よ
っ
て
承

認
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
黃
歇
の
持
つ
権
力
が
当
時
に
お
い
て
強
大
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。『
史
記
』

巻
七
十
六　

春
申
君
列
傳
の

君
楚
に
相
た
る
こ
と
二
十
餘
年
、
名
は
相
國
と
雖
ど
も
、
實
は
楚
王
な
り
。

な
る
記
述
か
ら
は
彼
が
当
時
絶
大
な
権
力
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
は
、
彼
に
そ
れ
だ
け
の
権
力
を
付
与
し
う
る
国

君
の
存
在
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
国
君
が
よ
り
恣
意
的
に
人
材
を
登
用
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
の
背

景
に
は
国
君
に
恣
意
的
な
人
材
登
用
を
可
能
に
す
る
だ
け
の
権
力
の
集
中
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

黃
歇
の
事
例
に
し
て
み
て
も
彼
は
国
君
と
の
個
人
的
関
係

－

こ
こ
で
は
考
烈
王
即
位
に
お
け
る
功
績

－

に
よ
っ
て
令
尹
に
登
用

さ
れ
、
ま
た
春
申
君
に
封
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
彼
は
二
十
五
年
の
長
き
に
わ
た
っ
て
令
尹
職
に
あ
っ
た
が
、
考
烈
王
の
死
後
、
李
園
の
た

め
に
殺
害
さ
れ
て
し
ま
う
。
李
園
は
彼
の
妹
が
産
ん
だ
子
が
考
烈
王
の
太
子
と
な
る
に
及
ん
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た35

。
さ
ら
に

は
黃
歇
を
殺
害
し
た
の
ち
、
太
子
は
楚
王
（
幽
王
）
と
し
て
即
位
し
た
。
馬
王
堆
漢
墓
よ
り
出
土
し
た
「
戦
國
縦
横
家
書
」
に
は
李
園

と
秦
将
辛
梧
と
の
説
話
が
み
え
、
そ
こ
か
ら
は
幽
王
期
に
李
園
が
権
力
を
掌
握
し
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る36

。
し
か
し
な
が
ら
、
趙
人

で
あ
っ
た
李
園
が
権
力
を
握
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
妹
が
考
烈
王
の
太
子
を
生
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
か
ら
黃
歇
・
李
園
は
共
に
時
の
国
君
と
の
個
人
的
関
係
に
よ
っ
て
権
力
を
握
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。
彼
ら
の

よ
う
な
存
在
を
戦
国
中
期
以
前
に
お
い
て
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
肅
王
期
の
令
尹
で
あ
っ
た
吳
起
も
も
と
は
魏
人
で
あ
り
、
国
君
の

恣
意
的
人
材
登
用
の
事
例
と
い
え
る
が
、
吳
起
の
登
用
は
そ
も
そ
も
国
君
へ
の
権
力
の
集
中
を
目
的
と
す
る
改
革
を
行
わ
せ
る
た
め
で
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あ
り
、
彼
の
よ
う
な
外
国
人
が
い
き
な
り
令
尹
に
任
命
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
そ
れ
だ
け
こ
の
時
期
の
政
権
構
成
が
確
定
さ
れ
て
お
ら

ず
、
甚
だ
安
定
性
を
欠
く
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
の
不
安
定
性
を
克
服
す
る
た
め
に
吳
起
は
改
革
を
行
っ

た
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
戦
国
世
族
が
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
戦
国
中
期
の
段
階
で
政
権
に
重
き
を
な
し
て
き
た
戦
国
世
族
は
『
史
記
』
巻
十
五　

六
國
年
表
の
考
烈
王
十
年
「
柱
國
景

伯
死
す
。」
以
降
そ
の
名
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
ず37

、
代
わ
っ
て
黃
歇
や
李
園
と
い
っ
た
人
物
が
台
頭
し
て
く
る
よ
う
に
な
る
。
戦

国
世
族
は
そ
の
出
自
を
そ
れ
ぞ
れ
国
君
に
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
黃
歇
や
李
園
な
ど
は
そ
の
出
自
が
不
明
で
あ
り
、
李
園
な
ど
は

そ
も
そ
も
外
国
人
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
黃
歇
や
李
園
な
ど
が
権
力
の
正
当
性
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
そ
の
正
当
性
を
自
身
と
国
君

と
の
関
係
に
お
い
て
求
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
戦
国
後
期
に
昭
戦
国
世
族
の
名
が
見
え
な
く
な
る
の
は
楚
の
政
権
に
何
ら

か
の
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
彼
ら
が
政
治
の
表
舞
台
か
ら
姿
を
消
し
て
い
っ
た
背
景
に
は
楚
に
お
け
る
国
君
の
恣

意
性
の
強
化
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

し
か
し
そ
れ
で
も
「
貴
族
楚
の
昭
・
屈
・
景
・
壞
、齊
の
田
氏
を
關
中
に
徒
す
。」（『
史
記
』
巻
八　

高
祖
本
紀
）、「
夫
れ
諸
侯
初
て
起
る
時
、

齊
の
諸
田
、
楚
の
昭
・
屈
・
景
に
非
ず
し
て
、
能
く
興
る
莫
し
。」（『
史
記
』
巻
九
十
九　

劉
敬
列
傳
）
と
少
な
く
と
も
漢
代
初
頭
ま
で
昭
・

景
・
屈
の
三
氏
は
楚
に
あ
っ
て
大
族
で
あ
っ
た
。
確
か
に
昭
・
景
・
屈
氏
の
名
が
政
権
内
に
登
場
す
る
こ
と
は
な
く
な
る
が
、
地
方
に

お
い
て
ま
で
そ
う
で
あ
っ
た
と
断
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
政
権
か
ら
は
名
前
は
見
え
な
く
な
る
が
、
春
秋
世
族
で
あ
っ
た
若
敖
氏

が
最
終
的
に
は
国
君
と
対
立
し
討
滅
さ
れ
た
事
例
と
は
異
な
り
、
戦
国
世
族
が
国
君
と
対
立
し
た
と
す
る
事
例
は
確
認
で
き
な
い
。
こ

の
こ
と
は
若
敖
氏
が
国
君
と
対
立
し
う
る
だ
け
の
権
力
を
有
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
戦
国
世
族
の
場
合
は
対
立
し
う
る
だ
け
の
権
力

を
持
ち
得
え
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
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二　
国
君
専
権
の
完
成

懷
王
期
の
政
治
動
向
を
見
て
み
る
と
、
前
三
二
二
年
に
は
昭
陽
が
魏
を
攻
め
こ
れ
を
襄
陵
に
お
い
て
破
り
、
八
邑
を
得
て
い
る38

。
ま

た
こ
の
時
期
は
、
魏
・
齊
・
秦
な
ど
の
諸
国
が
王
号
を
称
し
、
合
従
・
連
横
が
激
し
く
な
る
時
代
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
中
で
、
秦
・
齊

が
強
国
と
な
り
、
楚
は
こ
の
両
国
と
の
外
交
で
苦
慮
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
前
三
一
二
年
（
懷
王
十
七
）
に
は
秦
と
断
交
し
て
丹
陽

で
戦
い
漢
中
を
失
っ
て
お
り
、
ま
た
韓
・
魏
に
鄧
ま
で
攻
め
込
ま
れ
て
い
る39

。
そ
し
て
前
三
〇
五
年
（
懷
王
二
十
五
）
に
齊
と
断
交
し
て

秦
と
結
び
、
翌
年
に
秦
王
と
黃
棘
で
会
盟
し
た
が
、
秦
は
こ
の
時
楚
に
上
庸
を
割
譲
し
て
い
る40

。
さ
ら
に
は
秦
に
欺
か
れ
て
前
三
〇
一

年
（
懷
王
二
十
八
）
秦
・
齊
・
韓
・
魏
に
攻
撃
さ
れ
重
丘
を
失
い41

、
前
二
九
九
年
（
懷
王
三
〇
）
に
は
懷
王
自
身
が
武
關
で
捕
ら
え
ら
れ
秦

の
咸
陽
で
客
死
し
て
い
る42

。
こ
の
よ
う
に
懷
王
期
で
は
、
秦
・
三
晉
・
齊
と
の
諸
国
と
交
戦
し
、
初
め
は
領
域
を
広
げ
て
い
た
が
、
の

ち
に
な
る
と
む
し
ろ
攻
め
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
、
多
く
の
領
土
を
失
っ
て
い
る
。

次
い
で
立
っ
た
頃
襄
王
期
に
お
い
て
も
、
西
方
の
秦
に
よ
る
対
外
的
圧
力
は
変
わ
ら
ず
、
楚
の
進
出
の
方
向
を
東
方
で
あ
る
齊
へ
と

転
じ
て
前
二
八
四
年
に
は
淮
北
の
地
を
獲
得
し
淮
水
流
域
に
勢
力
を
拡
大
し
て
い
く43

。
し
か
し
な
が
ら
連
年
に
よ
る
秦
の
攻
撃
に
よ
り

前
二
七
八
年
（
頃
襄
王
二
一
）
に
郢
が
陥
落
し
、
陳
城
へ
の
遷
都
を
余
儀
な
く
さ
れ
た44

。

こ
の
よ
う
な
対
外
的
な
圧
迫
と
敗
戦
に
よ
る
領
土
の
喪
失
は
、
国
内
に
お
い
て
政
治
的
矛
盾
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
国
内
で
は
頃
襄
王
の
近
臣
登
用
や
荘
驕
に
よ
る
郢
で
の
暴
動45

や
昭
奇
に
よ
る
乱46

な
ど
に
よ
っ
て
混
乱
し
、
対
外
関
係
に
お
い

て
も
懷
王
と
張
儀
の
説
話
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
外
交
上
の
失
策
や
度
重
な
る
敗
戦
に
よ
っ
て
従
来
ま
で
の
政
権
に
動
揺
が
見
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
頃
襄
王
二
十
一
年
の
郢
陥
落
を
起
因
と
す
る
東
方
陳
城
へ
の
遷
都
が
従
来
の
国
制
を
一
新
し
、
国
君
に
権
力
を
集
中
さ

せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
郢
陥
落
の
二
年
後
、
頃
襄
王
二
十
三
年
に
は
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襄
王
乃
ち
東
地
の
兵
を
收
め
、
十
餘
萬
を
得
。
復
た
西
の
か
た
秦
拔
く
所
の
我
が
江
旁
十
五
邑
を
取
り
て
以
て
郡
と
爲
し
、
秦

を
距
ぐ
。（『
史
記
』
巻
四
〇　

楚
世
家
）

の
よ
う
に
国
境
付
近
は
郡
と
い
う
形
で
中
央
の
直
轄
領
と
し
て
支
配
す
る
こ
と
で
秦
に
対
応
し
よ
う
と
し
た
。
黃
歇
が

淮
北
の
地
は
齊
に
邊
し
、其
の
事
急
な
れ
ば
、請
う
ら
く
に
以
て
郡
と
爲
す
こ
と
便
な
り
と
。（『
史
記
』
巻
七
十
八  

春
申
君
列
傳
）

の
事
例
で
も
自
身
の
封
地
は
齊
と
接
す
る
国
境
で
あ
る
た
め
に
淮
北
十
二
縣
を
郡
と
し
て
と
す
る
よ
う
進
言
し
て
い
る
。
結
局
、
黃
歇

は
淮
北
よ
り
江
東
へ
封
地
を
移
し
て
お
り
、
淮
北
十
二
縣
に
つ
い
て
も
恐
ら
く
は
進
言
通
り
郡
と
し
て
中
央
の
直
接
支
配
地
と
し
た
の

で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
対
外
的
危
機
に
対
し
て
権
力
を
国
君
へ
と
集
中
さ
せ
、
こ
の
よ
う
な
事
態
に
対
応
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。

郡
の
設
置
の
主
た
る
目
的
は
防
辺
に
あ
り
、
楊
寛
氏
は
郡
を
防
辺
の
た
め
の
軍
事
組
織
で
あ
り
、
国
君
に
よ
っ
て
集
中
統
治
さ
れ
た

と
し
た47

。
江
旁
十
五
邑
を
郡
と
し
た
の
は
秦
に
対
す
る
防
衛
の
た
め
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
さ
ら
に
春
申
君
の

淮
北
十
二
縣
に
つ
い
て
も
「
淮
北
の
地
は
齊
に
邊
し
」
と
あ
る
よ
う
に
防
辺
の
た
め
の
設
置
で
あ
っ
た
。
戦
国
中
期
に
み
ら
れ
た
戦
国

世
族
の
活
躍
が
み
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
と
あ
わ
せ
て
、
国
君
へ
の
権
力
の
集
中
を
想
定
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
結
果
、
楚
に
お
い
て
国
君
専
権
が
完
成
し
、
考
烈
王
期
に
令
尹
と
な
り
淮
北
に
封
君
さ
れ
た
春
申
君
の
存
在
な
ど
は
国
君
権
力

の
強
さ
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
彼
が
広
大
な
領
域
を
封
地
と
し
て
与
え
ら
れ
た
の
は
そ
れ
だ
け
国
君
が
権
力
を
掌
握
し
て
い
た
と
い
う

こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
と
な
る
。
戦
国
中
期
の
包
山
楚
簡
に
見
た
よ
う
な
封
君
も
、
楚
の
東
方
へ
の
遷
都
と
国
境
付
近
の
郡
設
置
に
伴
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う
再
整
備
に
よ
っ
て
ほ
と
ん
ど
が
そ
の
基
盤
を
失
う
こ
と
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
戦
国
世
族
に
関
し
て
も
、
考
烈
王
以
降
、

政
権
に
彼
ら
の
名
前
を
見
な
く
な
る
こ
と
か
ら
、
遷
都
に
よ
る
東
方
へ
の
重
心
の
移
動
が
戦
国
世
族
に
対
し
て
何
ら
か
の
打
撃
を
与
え

た
も
の
と
推
測
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
政
権
内
で
の
彼
ら
の
権
力
が
低
下
し
表
舞
台
か
ら
姿
を
消
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

封
君
や
戦
国
世
族
の
勢
力
が
後
退
し
た
こ
と
で
国
君
の
権
力
は
よ
り
強
化
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

結　

語

以
上
、
戦
国
世
族
の
存
在
か
ら
戦
国
楚
の
政
権
に
つ
い
て
考
察
し
た
結
果
、
権
力
の
集
中
の
程
度
に
よ
っ
て
三
段
階
に
区
分
す
る
こ

と
が
可
能
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
第
一
期
（
戦
国
前
期
）
の
惠
王
期
に
始
ま
る
地
方
に
あ
っ
て
割
拠
的
な
公
及
び
封
君
に
よ
る
体
制

で
あ
り
、
こ
の
時
期
で
は
中
央
に
お
い
て
は
大
臣
が
、
地
方
に
あ
っ
て
は
割
拠
的
な
封
君
が
お
り
、
国
君
の
権
力
は
不
安
定
な
も
の
で

あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
肅
王
期
の
吳
起
に
よ
る
改
革

－

国
君
へ
の
権
力
の
集
中

－

は
権
力
を
保
持
す
る
大
臣
・
公
及
び
封
君

と
の
対
立
を
招
く
こ
と
に
な
っ
た
。
改
革
自
体
は
吳
起
の
死
に
よ
っ
て
完
成
を
見
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
肅
王
死
後
の
混
乱
を
契
機

と
す
る
政
権
の
刷
新
に
よ
っ
て
大
臣
・
公
及
び
封
君
に
は
一
応
の
権
力
の
後
退
が
見
ら
れ
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
よ
り
国
君
の
恣
意
性
の

影
響
を
受
け
や
す
い
戦
国
世
族
が
台
頭
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

彼
ら
の
出
自
は
公
室
に
連
な
る
も
の
の
、
公
子
の
よ
う
に
国
君
に
取
っ
て
代
わ
る
だ
け
の
正
統
性
が
希
薄
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
国
君

と
し
て
も
自
ら
の
権
力
の
安
定
の
た
め
に
彼
ら
を
用
い
や
す
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
第
二
期
（
戦
国
中
期
）
に
入
る
と
、
戦
国
世
族
が
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最
盛
期
を
迎
え
中
央
に
あ
っ
て
も
政
権
の
中
枢
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
と
同
時
に
包
山
楚
簡
に
見
え
る
よ
う
に
統
治
機
構

の
整
備
も
進
め
ら
れ
、
や
が
て
は
世
族
を
も
中
央
の
統
治
機
構
の
中
に
取
り
込
む
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
中
期
も
懷
王
の
治
世
の
後

半
に
な
る
と
、
楚
国
内
の
支
配
層
の
堕
落
が
政
治
的
な
混
乱
を
巻
き
起
こ
し
、
戦
国
世
族
に
よ
る
政
権
運
営
で
は
対
応
で
き
な
く
な
っ

て
い
っ
た
。
統
治
機
構
が
官
僚
制
的
編
成
を
欠
く
状
態
で
は
、
世
族
の
も
つ
連
続
性
に
基
づ
く
以
外
に
政
権
安
定
を
維
持
す
る
こ
と
は

不
可
能
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
官
僚
制
的
な
統
治
機
構
が
整
備
さ
れ
る
と
世
族
も
ま
た
官
職
に
規
定
さ
れ
る
存
在
と
し
て
組
み
込
ま
れ

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
懷
王
期
は
戦
国
世
族
が
政
権
の
要
職
を
占
め
る
一
方
で
、
包
山
楚
簡
や
鄂
君
啓
節
か
ら
は
中
央
集
権
的
な
統
治

機
構
の
存
在
を
確
認
で
き
る
。

統
治
機
構
と
い
う
観
点
に
立
て
ば
、
懷
王
期
は
過
渡
的
な
時
期
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
第
三
期
（
戦
国
後
期
）
に
な
る
と
、
秦
の

侵
攻
を
う
け
て
楚
都
で
あ
る
郢
よ
り
東
方
へ
と
遷
都
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
楚
の
重
心
が
東
方
へ
と
移
る
過
程
に
お
い
て
戦
国
世
族
は
政

治
の
表
舞
台
か
ら
姿
を
消
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
結
果
と
し
て
こ
の
対
外
的
混
乱
は
楚
に
お
い
て
政
権
構
造
に
変
革
を
引
き
起
こ
す

こ
と
に
な
り
、
楚
に
お
い
て
国
君
専
権
が
完
成
す
る
の
で
あ
る
。
考
烈
王
期
に
令
尹
で
あ
っ
た
春
申
君
黃
歇
の
存
在
は
国
君
権
力
の
強

さ
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
彼
が
広
大
な
領
域
を
封
土
と
し
て
与
え
ら
れ
た
の
は
そ
れ
を
可
能
に
す
る
だ
け
の
権
力
を
国
君
が
把
握
し
て

い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
な
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
楚
に
お
け
る
政
権
を
三
期
に
区
分
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
楚
に
お
い
て
は
少
な
く
と
も

第
二
期
（
戦
国
中
期
：
宣
王
～
頃
襄
王
期
）
に
は
既
に
国
君
専
権
へ
の
萌
芽
が
見
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
こ
れ
ま
で
戦
国

楚
の
イ
メ
ー
ジ
は
、『
韓
非
子
』
問
田
篇
等
に
み
え
る
よ
う
な
六
国
を
征
服
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
秦
と
の
対
比
で
語
ら
れ
る
も
の
で

あ
っ
た
。
今
回
の
考
察
の
結
果
、
楚
に
お
い
て
も
国
君
へ
の
権
力
の
集
中
は
一
応
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
従
来
ま
で
の
「
楚
吳
起

を
用
い
ず
し
て
�
�
し
、
秦
商
君
を
行
ひ
て
富
彊
す
」（『
韓
非
子
』
問
田
篇
）
と
あ
る
よ
う
に
秦
が
中
央
集
権
体
制
に
成
功
し
た
一
方
で
、
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楚
は
失
敗
し
た
と
す
る
認
識
と
は
異
な
る
戦
国
楚
の
イ
メ
ー
ジ
を
描
く
こ
と
が
可
能
と
な
ろ
う
。
戦
国
史
研
究
は
そ
の
資
料
的
制
約
に

よ
っ
て
満
足
な
研
究
成
果
は
得
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
序
言
に
お
い
て
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
回
の
よ
う
に
六
国
そ
れ

ぞ
れ
の
戦
国
史
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
で
、
多
角
的
見
地
に
よ
る
戦
国
史
を
構
築
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

注①　

春
秋
楚
の
政
治
史
に
つ
い
て
は
、
齋
藤
（
安
倍
）
道
子
・
谷
口
満
・
野
間
文
史
・
山
崎
道
治
・
吉
本
道
雅
氏
の
研
究
が
あ
り
、
春
秋
楚
縣
に
つ
い
て
は

齋
藤
（
安
倍
）
道
子
・
平
勢
隆
郎
氏
の
研
究
が
挙
げ
ら
れ
る
。

②　

中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
『
曾
侯
乙
墓
』（
文
物
出
版
社　

一
九
八
九
年
）
四
六
一
〜
四
六
四
頁
。

③　

湖
北
省
荊
沙
鉄
路
考
古
隊
『
包
山
楚
簡
』（
文
物
出
版
社　

一
九
九
一
年
）
三
三
〇
〜
三
三
四
頁
。

④　

吉
本
道
雅
『
中
国
先
秦
史
の
研
究
』（
京
都
大
学
学
術
出
版
会　

二
〇
〇
五
年
）
三
一
二
〜
三
七
〇
頁
。

⑤　
「
翌
祷
於
邵
王
特
牛
饋
之
。
翌
祷
文
坪
夜
君
・

公
子
春
・
司
馬
子
音
・
蔡
公
子

、
各
特
泡
・
酒
食
。
翌
祷
於
夫
人
特
維
。」（
卜
筮
祭
祷
記
録
・
簡

二
〇
〇
）。

⑥　

陳
偉
『
包
山
楚
簡
初
探
』（
武
漢
大
学
出
版
社　

一
九
九
六
年
）。

⑦　
「

坪
夜
文
君
子
良
、
樂
、

」（
甲
三
：
２
４
２
）
な
お
釈
文
は
河
南
省
文
物
考
古
研
究
所
編
著
『
新
蔡
葛
陵
楚
墓
』（
大
象
出
版
社　

二
〇
〇
三
年
）

附
録
一
「
新
蔡
葛
陵
楚
墓
出
土
竹
簡
釋
文
」
に
基
づ
く
。

⑧　
『
史
記
』巻
四
十　

楚
世
家
に「
將
軍
子
常
曰
、太
子
珍
少
、且
其
母
乃
前
太
子
建
所
當
娶
也
。
欲
立
令
尹
子
西
。
子
西
、平
王
之
庶
弟
也
、有
義
。
子
西
曰
、

國
有
常
法
、
更
立
則
亂
、
言
之
則
致
誅
。
乃
立
太
子
珍
、
是
爲
昭
王
。」
か
ら
は
、
平
王
の
死
後
の
段
階
で
は
太
子
珍
（
昭
王
）
は
ま
だ
幼
か
っ
た
こ
と
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が
わ
か
る
。

⑨　

曾
侯
乙
墓
出
土
竹
簡
・
簡
六
七
「
坪
夜
君
之
畋
車
」。

⑩　

平
族
の
世
族
化
に
つ
い
て
は
、
前
掲
書
『
中
国
先
秦
史
の
研
究
』
三
五
六
〜
三
五
八
頁
。

⑪　
『
史
記
』
巻
四
十　

楚
世
家
「
十
年
冬
、
吳
王
闔
閭
・
伍
子
胥
・
伯
噽
與
唐
・
蔡
俱
伐
楚
、
楚
大
敗
、
吳
兵
遂
入
郢
、
辱
平
王
之
墓
、
以
伍
子
胥
故
也
。

吳
兵
之
来
、
楚
使
子
常
以
兵
迎
之
、
夾
漢
水
陣
。
吳
伐
敗
子
常
、
子
常
亡
奔
鄭
。
楚
兵
走
、
吳
乘
勝
逐
之
、
五
戰
及
郢
。
己
卯
、
昭
王
出
奔
。
庚
辰
、

吳
人
入
郢
。」

⑫　
『
春
秋
左
氏
傳
』
平
公
六
年
「
四
月
己
丑
、吳
大
子
終
纍
敗
楚
舟
師
、獲
潘
子
臣
、小
惟
子
、及
大
夫
七
人
。
楚
國
大
惕
、懼
亡
。
子
期
又
以
陵
師
敗
于
繁
揚
。

令
尹
子
西
喜
曰
、
乃
今
可
爲
矣
。
於
是
乎
遷
郢
於
鄀
、
而
改
紀
其
政
。
以
定
楚
國
。」

⑬　
『
春
秋
左
氏
傳
』
哀
公
六
年
「
秋
七
月
、
楚
子
在
城
父
、
將
救
陳
。
卜
戰
不
吉
、
卜
退
不
吉
。
王
曰
、
然
則
死
也
。
再
敗
楚
師
、
不
如
死
。
棄
盟
逃
讎
、

亦
不
如
死
。
死
一
也
、
其
死
讎
乎
。
命
公
子
申
爲
王
、
不
可
。
則
命
公
子
結
、
亦
不
可
。
則
命
公
子
啓
、
五
辭
而
後
許
。
將
戰
、
王
有
疾
。
庚
寅
、
昭

王
攻
大
冥
、
卒
于
城
父
。
子
閭
退
曰
、
君
王
舍
其
子
而
讓
。
群
臣
敢
忘
君
乎
。
從
君
之
命
、
順
也
。
立
君
之
子
、
亦
順
也
。
二
順
不
可
失
也
。
與
子
西
、

子
期
、
謀
潛
師
閉
塗
、
逆
越
女
之
子
章
立
之
。
而
後
還
、
是
歳
也
。」

⑭　
『
春
秋
左
氏
傳
』
哀
公
十
六
年
「
諸
梁
兼
二
事
、
國
寧
。
乃
使
寧
爲
令
尹
、
使
寬
爲
司
馬
。
而
老
於
葉
。」
と
あ
り
、
公
子
申
の
子
で
あ
る
公
孫
寧
と
公

子
結
の
子
で
あ
る
公
孫
寛
が
そ
れ
ぞ
れ
令
尹
・
司
馬
に
就
任
し
て
い
る
。

⑮　

春
秋
世
族
で
あ
る
若
敖
氏
に
よ
る
政
権
に
つ
い
て
は
、
前
掲
書
『
中
国
先
秦
史
の
研
究
』
三
三
一
〜
三
四
四
頁
。

⑯　

包
山
楚
簡
・
鄂
君
啓
節
に
は
「
大
司
馬
邵
陽
敗
晉
師
於
襄
陵
之
歳
」
と
あ
り
、
こ
れ
は
『
史
記
』
巻
四
十　

楚
世
家
「（
懷
王
）
六
年
、
楚
使
柱
國
昭

陽
將
兵
而
攻
魏
、
破
之
於
襄
陵
、
得
八
邑
。」
の
大
事
紀
年
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

⑰　

前
掲
『
中
国
先
秦
史
の
研
究
』
三
五
二
〜
三
五
八
頁
。
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⑱　

惠
王
前
期
の
要
職
就
任
者
を
み
る
と
、
令
尹
職
は
公
子
甲
（
平
王
の
子
）・
葉
公
子
高
・
公
孫
寧
（
公
子
甲
の
子
）
と
続
き
、
司
馬
職
に
は
葉
公
子
高
、

公
孫
寛
（
昭
王
の
兄
の
子
）・
公
孫
寧
と
な
り
、
公
孫
の
任
用
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

⑲　

吉
本
道
雅
氏
は
、
楚
に
お
け
る
世
族
は
中
原
諸
国
の
世
族
と
異
な
り
世
族
宗
主
家
系
お
よ
び
宗
主
の
一
般
成
員
に
対
す
る
規
制
力
が
弱
い
も
の
で
あ
っ

た
と
し
て
い
る
。（『
中
国
先
秦
史
の
研
究
』
三
三
二
〜
三
四
五
頁
。）

⑳　

懷
王
期
に
は
、
昭
・
景
・
屈
氏
の
他
に
も
齊
へ
の
救
援
軍
を
率
い
湣
王
を
殺
害
し
た
淖
齒
や
包
山
楚
簡
の
大
事
紀
年
「
大
司
馬
淖
滑
將
楚
邦
之
師
徒
以

救
郙
之
歳
」
に
見
え
る
淖
滑
と
い
っ
た
淖
氏
の
存
在
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

㉑　

通
説
で
は
、
吳
起
が
仕
え
た
楚
王
は
悼
王
（
前
四
〇
一
〜
前
三
八
一
）
と
さ
れ
て
い
る
が
、
吉
本
道
雅
氏
は
『
史
記
』
六
國
年
表
の
記
述
か
ら
吳
起
は

悼
王
治
世
の
段
階
で
は
ま
だ
魏
将
で
あ
っ
た
と
し
て
、
吳
起
が
仕
え
た
の
は
次
の
肅
王
（
前
三
八
〇
〜
前
三
七
〇
）
で
あ
る
と
す
る
（
前
掲
書
『
中
国

先
秦
史
の
研
究
』
四
七
〇
頁　

注
一
〇
一
）。

㉒　
『
春
秋
左
氏
傳
』
僖
公
七
年
「
初
申
侯
、
申
出
也
。
有
寵
於
楚
文
王
。」

㉓　
『
春
秋
左
氏
傳
』
荘
公
十
八
年
「
文
王
即
位
、
與
巴
人
伐
申
、
而
驚
其
師
。
巴
人
叛
楚
、
而
伐
那
處
、
取
之
、
遂
門
于
楚
。
閻
敖
游
涌
而
逸
、
楚
子
殺
之
。

其
族
爲
亂
。
冬
、
巴
人
因
之
以
伐
楚
。」
荘
公
十
九
年
「
春
、
楚
子
禦
之
、
大
敗
於
津
、
還
、
鬻
拳
弗
納
。
遂
伐
黃
、
敗
黃
、
師
于
踖
陵
、
還
及
湫
、
有
疾
。

夏
六
月
、
庚
申
、
卒
。」　

㉔　

齋
藤
（
安
倍
）
道
子
「
楚
の
王
権
構
造
に
関
す
る
一
試
論
」（『
東
海
大
学
文
明
研
究
所
紀
要
』
一
〇　

一
九
九
〇
年
）。

㉕   

吳
起
の
改
革
に
つ
い
て
は
、
楊
寛
『
戦
国
史
』（
上
海
人
民
出
版
社　

一
九
五
五
年
）
一
七
六
〜
一
七
九
頁
、
張
正
明
『
楚
史
』（
湖
北
教
育
出
版
社　

一
九
九
五
年
）
二
八
一
〜
二
八
九
頁
。

㉖　
『
史
記
』
巻
六
十
五　

孫
子
吳
起
列
傳
「
及
悼
王
死
、
宗
室
大
臣
作
亂
而
攻
吳
起
、
吳
起
走
之
王
尸
而
伏
之
。
撃
起
之
徒
因
射
刺
吳
起
、
并
中
悼
王
。」

㉗　
『
史
記
』
巻
四
十　

楚
世
家
「
楚
大
臣
患
之
、
乃
相
與
謀
曰
、
吾
王
在
秦
不
得
還
、
要
以
割
地
、
而
太
子
爲
質
於
齊
、
齊
、
秦
合
謀
、
則
楚
無
國
矣
。」
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乃
欲
立
懷
王
子
在
國
者
。
昭
雎
曰
、王
與
太
子
俱
困
於
諸
侯
、而
今
又
倍
王
命
而
立
其
庶
子
、不
宜
。（
中
略
）齊
王
卒
用
其
相
計
而
歸
楚
太
子
。
太
子
橫
至
、

立
爲
王
、
是
爲
頃
襄
王
。

㉘　
『
史
記
』
巻
六
十
五　

孫
子
吳
起
列
傳
「
故
楚
之
貴
戚
盡
欲
害
吳
起
。
及
悼
王
死
、
宗
室
大
臣
作
乱
而
攻
吳
起
、
吳
起
走
之
王
尸
而
伏
之
。」、『
史
記
』

范
雎
蔡
澤
列
傳
「
吳
起
爲
楚
悼
王
立
法
、
卑
減
大
臣
之
威
重
、
罷
無
能
、
廃
無
用
、
損
不
急
之
官
、
塞
私
門
之
請
。」、『
韓
非
子
』
和
氏
は
本
文
後
掲
。

㉙　

包
山
楚
簡
に
お
け
る
封
君
に
つ
い
て
は
、
前
掲
書
『
包
山
楚
簡
初
探
』
一
〇
四
頁
。

㉚　
『
史
記
』
巻
十
五　

六
國
年
表
「（
頃
襄
王
）
二
十
一
秦
拔
我
郢
、
焼
夷
陵
、
王
亡
走
陳
。」、
楚
世
家
「
楚
襄
王
兵
散
、
遂
不
復
戰
、
東
北
保
於
陳
城
。」

㉛　
『
史
記
』
巻
十
五　

六
國
年
表
「（
考
烈
王
）
十
徙
於
鉅
陽
。」

32　
『
史
記
』
巻
十
五　

六
國
年
表
「（
考
烈
王
）
二
十
二
王
東
徙
壽
春
、
命
曰
郢
。」、
楚
世
家
「
二
十
二
年
、
與
諸
侯
共
伐
秦
、
不
利
而
去
。
楚
東
徙
都
壽

春
、
命
曰
郢
。」

33　

包
山
楚
簡
に
み
え
る
封
君
の
封
地
の
大
き
さ
に
つ
い
て
陳
偉
は
「
縣
レ
ベ
ル
か
、も
し
く
は
そ
れ
以
下
が
大
半
」
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
（
前
掲
書
『
包

山
楚
簡
初
探
』
一
〇
六
頁
）。

34　
『
史
記
』
巻
七
十
八　

春
申
君
列
傳
「
黃
歇
言
之
楚
王
曰
、淮
北
地
邊
齊
、其
事
急
、請
以
爲
郡
便
。
因
并
獻
淮
北
十
二
縣
。
請
封
於
江
東
。
考
烈
王
許
之
。

春
申
君
因
城
故
吳
墟
、
以
自
爲
都
邑
。」

35　
『
史
記
』
巻
七
十
八　

春
申
君
列
傳
「
乃
出
李
園
女
弟
、
謹
舍
而
言
之
楚
王
。
楚
王
召
入
幸
之
、
遂
生
子
男
、
立
爲
太
子
、
以
李
園
女
弟
爲
王
后
。
楚

王
貴
李
園
、
園
用
事
。」

36　

馬
王
堆
漢
墓
よ
り
出
土
し
た
戦
國
縦
横
家
書
に
は
李
園
に
関
す
る
説
話
が
み
ら
れ
、『
戦
国
縦
横
家
書
馬
王
堆
帛
書
』（
朋
友
書
店　

朋
友
學
術
叢
書　

一
九
九
三
年
）
で
は
こ
の
説
話
の
と
き
李
園
が
楚
相
の
任
に
当
た
っ
て
い
た
と
す
る
。

37　

対
外
的
に
は
、
考
烈
王
九
年
の
「
景
陽
救
趙
」（『
史
記
』
巻
四
十　

楚
世
家
）
を
最
後
に
そ
の
名
を
み
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
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38　
『
史
記
』
巻
四
十　

楚
世
家
「
六
年
、
楚
使
柱
國
昭
陽
將
兵
而
攻
魏
、
破
之
於
襄
陵
、
得
八
邑
。」

39　
『
史
記
』
巻
四
十　

楚
世
家
「
十
七
年
春
、
與
秦
戰
丹
陽
、
秦
大
敗
我
軍
、
斬
甲
士
八
萬
、
虜
我
大
將
軍
屈
匄
、
裨
將
軍
逢
侯
丑
等
七
十
餘
人
、
遂
取

漢
中
之
郡
。
楚
懷
王
大
怒
、
乃
悉
國
兵
復
襲
秦
、
戰
於
藍
田
、
大
敗
楚
軍
。
韓
、
魏
聞
楚
之
困
、
乃
南
襲
楚
、
至
於
鄧
。
楚
聞
、
乃
引
兵
歸
。」

40　
『
史
記
』
巻
四
十　

楚
世
家
「
二
十
五
年
、
懷
王
入
與
秦
昭
王
盟
、
約
於
黄
棘
。
秦
復
與
楚
上
庸
。」

41　
『
史
記
』
巻
四
十　

楚
世
家
「
二
十
八
年
、
秦
乃
與
齊
、
韓
、
魏
共
攻
楚
、
殺
楚
將
唐
眛
、
取
我
重
丘
而
去
。」

42　
『
史
記
』
巻
四
十　

楚
世
家
「（
懷
王
三
十
年
）
昭
王
詐
令
一
將
軍
伏
兵
武
關
、
號
爲
秦
王
。
楚
王
至
、
則
閉
武
關
、
遂
與
西
至
咸
陽
、
朝
章
臺
、
如
蕃

臣
、
不
與
亢
禮
。」、「
頃
襄
王
三
年
、
懷
王
卒
于
秦
、
秦
歸
其
喪
于
楚
。
楚
人
皆
憐
之
、
如
悲
親
戚
。
諸
侯
由
是
不
直
秦
。
秦
楚
絶
。」

43　
『
史
記
』
巻
四
十　

楚
世
家
「（
頃
襄
王
）
十
五
年
、
楚
王
與
秦
・
三
晉
・
燕
共
伐
齊
、
取
淮
北
。」

44　
『
史
記
』
巻
四
十　

楚
世
家
「（
頃
襄
王
）
二
十
一
年
、
秦
將
白
起
遂
拔
我
郢
、
焼
先
王
墓
夷
陵
。
楚
襄
王
兵
散
、
遂
不
復
戰
、
東
北
保
於
陳
城
。」

45　
『
荀
子
』
議
兵
「
然
而
兵
殆
於
垂
沙
、
唐
蔑
死
。
莊
蹻
起
、
楚
分
而
爲
三
四
、
是
豈
無
堅
甲
利
兵
也
哉
。」、『
呂
氏
春
秋
』
介
立
「
鄭
人
之
下
徭
也
、
莊

蹻
之
暴
郢
也
、
秦
人
之
圍
長
平
也
、
韓
・
荊
・
趙
、
此
三
国
者
之
將
帥
貴
人
皆
多
驕
矣
、」
と
あ
り
、
支
配
層
の
堕
落
と
国
内
の
混
乱
の
様
子
を
伝
え
る
。

46　
『
淮
南
子
』
巻
九　

主
術
訓
「
頃
襄
好
色
、
不
使
風
議
、
而
民
多
昏
乱
、
其
積
至
昭
奇
之
難
。」

47　

前
掲
書
『
戦
国
史
』
二
〇
九
〜
二
一
四
頁
。

［
付
記
］
本
稿
は
、
二
〇
〇
六
年
度
修
士
論
文
の
一
部
を
、
大
幅
に
加
筆
・
修
正
し
た
も
の
で
あ
り
、
執
筆
に
際
し
て
は
鷹
取
祐
司
先
生
に
御
指
導
頂
い
た
。

改
め
て
謝
意
を
記
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
本
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
一
回
生
）
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戦国昭・景・屈対応表

( 528 516) 

( 515 490) 

( 489 432) 

( 431 408) 

( 407 402) 

( 401 381) 

( 380 370) 

( 369 340) 

( 339 329) 

( 328 299) 

(
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( 328 299) 

( 298 263) 

(

( 262 238) (

                                               )

( )

( 237 228) 

( 227 223) 


